
政
令
第
百
九
十
六
号

税
関
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
百
一
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

税
関
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
承
認
を
」
を
「
承
認
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
臨
時
開
庁
承
認
」
と
い
う
。
）
を
」
に
、
「
当
該
承

認
」
を
「
当
該
臨
時
開
庁
承
認
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
法
第
九
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
承
認
」
を
「
臨
時
開
庁
承

認
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
承
認
」
を
「
臨
時
開
庁
承
認
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
百
一
条
第
五
項
」
の
下
に
「

（
手
数
料
の
軽
減
又
は
免
除
）
」
を
、
「
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
」
の
下
に
「
（
外
国
貨
物
を
置
く
場
所
の
制
限
）
」
を
、

「
相
当
す
る
額
」
の
下
に
「
（
当
該
臨
時
開
庁
承
認
が
、
法
第
七
条
の
二
第
一
項
（
申
告
の
特
例
）
に
規
定
す
る
特
例
輸
入
者

又
は
法
第
六
十
七
条
の
三
第
一
項
（
輸
出
申
告
の
特
例
）
に
規
定
す
る
特
定
輸
出
者
が
輸
入
し
、
又
は
輸
出
し
よ
う
と
す
る
貨

物
に
係
る
も
の
（
法
第
六
十
七
条
（
輸
出
又
は
輸
入
の
許
可
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
係
る
事
務
を
求
め
る
場
合
の
も
の
に
限

る
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
分
の
三
に
相
当
す
る
額
）
」
を
加
え
る
。

附

則



こ
の
政
令
は
、
平
成
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


